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各府省独立行政法人評価委員会議事規則等 
 

 

文部科学省 独立行政法人評価委員会 

科学技術・学術分科会 宇宙航空研究開発機構部会 運営規則等 

 

平 成 2 4 年 7 月 2 日 

文部科学省独立行政法人評価委員会 

科 学 技 術 ・ 学 術 分 科 会 

宇宙航空研究開発機構部会 

 

【運営規則】 

 

文部科学省独立行政法人評価委員会運営規則（平成十三年二月七日独立行政法人評価委

員会決定、平成十九年二月二十六日改正）第六条第六項の規定に基づき、文部科学省独立

行政法人評価委員会科学技術・学術分科会宇宙航空研究開発機構部会運営規則を次のよう

に定める。 

 

（趣旨） 

第一条 文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会宇宙航空研究開発機構

部会（以下「部会」という。）の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、文部

科学省独立行政法人評価委員会令、文部科学省独立行政法人評価委員会運営規則及び文

部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会運営規則に定めるもののほか、

この規則の定めるところによる。 

 

（書面による議決） 

第二条 部会長は、やむを得ない理由により部会の会議を開く余裕がない場合においては、

事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時委員に送付し、その意

見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって部会の議決とすることができる。 

2  前項の規定により議決を行った場合は、部会長が次の会議において報告しなければな

らない。 

 

（議決権の特例） 

第三条 委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、独立行政法人宇宙航空研究開発機構

の役職員（競争的資金により雇用されている場合を除く。）は、当該独立行政法人に係る

評価についての議決権を有しないものとする。 

2  部会が別に定めるところにより、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、独立行

政法人宇宙航空研究開発機構に利害関係を有する者は、当該独立行政法人に係る評価の

全部又は一部についての議決権を有しないものとする。 

 

（会議の公開） 

第四条 部会の会議は、公開して行う。ただし、部会長の決定その他の人事に係る案件、

独立行政法人の業務の実績に関する評価及び役員退職時の業績勘案率に関する評価に係

る案件その他審議の円滑な実施に影響が生じるものとして部会において非公開とするこ
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とが適当であると認める案件については、この限りでない。 

2 部会の会議の公開の手続その他部会の会議の公開に関し必要な事項は、別に部会長が部

会に諮って定める。 

 

（雑則） 

第五条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な

事項は、部会長が部会に諮って定める。 

 

附則 

1 この規則は、部会の決定の日（平成二十四年七月二日）から施行する。 

2 この規則の施行に伴い、宇宙航空研究開発機構部会の公開について（平成 20年 6月 26

日宇宙航空研究開発機構部会決定）は廃止する。 

 

 

【文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会 

宇宙航空研究開発機構部会の会議の公開に関する規則】 

 

文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会宇宙航空研究開発機構部会運

営規則第四条の規定に基づき、文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会

宇宙航空研究開発機構部会の会議の公開に関する規則を次のように定める。 

 

（趣旨） 

第一条 文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会宇宙航空研究開発機構

部会（以下「部会」という。）の会議の公開の手続その他部会の会議の公開に関し必要な

事項は、文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会宇宙航空研究開発機

構部会運営規則（以下「部会運営規則」という。）に定めるもののほか、この規則の定め

るところによる。 

 

（会議の傍聴） 

第二条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省研究開発局宇宙開

発利用課の登録を受けなければならない。 

2 前項の登録を受けた者（次項において「登録傍聴人」という。）は、部会長が許可した

場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音しては

ならない。 

3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

 

（会議資料の公表） 

第三条 部会長は、部会の会議において配布した資料を公表しなければならない。ただし、

部会運営規則第五条第一項の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るも

のについては、部会長が部会に諮って当該資料を非公表とすることができる。 

 

（議事録の公表） 

第四条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、会議の公開又は非公開にかかわらずこ

れを公表しなければならない。ただし、部会長が必要と認めるときは、部会に諮った上

で、議事録の一部又は全部を非公表とすることができる。 
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【議決権の特例について】 

 

文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会独立行政法人宇宙航空研究開

発機構部会運営規則第三条第二項に基づき、同規則同条同項に規定する独立行政法人に利

害関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、第一

号、第二号及び第三号に該当する者については、当該独立行政法人に係る評価の全部につ

いての議決権を有しないものとし、第四号に該当する者については、当該独立行政法人の

研究費の配分事業に係る評価についての議決権を有しないものとする。 

 

一 独立行政法人の法人経営又は事業運営に関する企画及び立案並びに評価に関する会議

等に出席し、謝金を受けている者（年に数回程度行われる提案公募事業の審査に係る謝

金を受ける者は対象としない）。 

 

二 独立行政法人が実施する講演等に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている者。 

 

三 所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して独立行政法人から金銭提供があ

る者。 

 

四 自ら研究申請者となって独立行政法人から研究費の配分を受けている者（研究分担者

として研究費の配分を受けている者は対象外）。 
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内閣府独立行政法人評価委員会議事規則 
 

             平成１３年３月１５日 内閣府独立行政法人評価委員会決定 

            平成１６年２月２３日 最終改正 

 

（総則） 

第１条 内閣府独立行政法人評価委員会（以下「委員会」という。）の議事の手続その他委 

員会の運営に関し必要な事項は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以

下「通則法」という。）及び内閣府独立行政法人評価委員会令（平成１２年政令第３１７

号。以下「委員会令」という。）に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。 
 
（招集）  

第２条 委員会は、委員長が招集する。 
 
（分科会での議決事項） 

第３条 委員会は、分科会の議決をもって委員会の議決とする事項については、あらかじ

め、その事項を議決することとする。 
 
（議決の特例） 

第４条 委員長は、やむを得ない事情により委員の過半数が一堂に会することが困難であ

り、かつ、緊急に委員会の議決を経る必要があると認めるときは、電話その他の方法に

より、議決を求めることができる。 
 
（公開） 

第５条 委員会は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会

に諮って、委員会を非公開とすることができる。 
 
（議事録） 

第６条 委員長は、議事の経過について、議事録を作成して委員会に報告するものとする。 

２ 議事録は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮

って、議事録を非公開とすることができる。 

３ 会議の資料については、審議の途中にあるものその他公開することにより公平かつ中 

立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると委員長が認めるもの 

を除き、公開するものとする。 
 
（分科会） 

第７条 分科会の議事については、第１条及び第２条並びに第４条から前条までの規定を

準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「分科会」と、「委

員長」とあるのは「分科会長」と、「委員」とあるのは「分科会に属する委員」と読み替

えるものとする。 

２ 分科会長は、分科会の議事について委員会に報告するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮

って定める。 
 
 （委任規定） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 
 
  附  則 

この規則は、平成１６年２月２３日から施行する。
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委 員 会 と 分 科 会 の 役 割 
 

平成１３年６月２７日 
内閣府独立行政法人評価委員会決定 
平成１７年８月２３日改正 

 
内閣府独立行政法人評価委員会及び両分科会との間の審議事項の分担は下記のとおりとし、内閣府独行政法人評価委員会議事規則 

第３条に基づく分科会での議決事項は下表の分科会の項に記述されている事項とする。 

 

委          員          会 分          科          会 

⑴ 委員会の運営等に必要な事項 ⑴  分科会の運営等に必要な事項 

 ① 委員長の互選  ① 分科会長の互選 

 ② 委員会議事規則の制定・改正  ② 分科会議事規則の制定･改正 

 ③ 分科会の議決をもって委員会の議決とする事項の議決    

      
⑵  主務大臣への意見の申出 ⑵  主務大臣への意見の申出 

 ① 業務方法書の作成、変更  ① 財務諸表の承認 

 ② 中期目標の制定、変更  ② 毎事業年度の利益の処理 

 ③ 中期計画の作成、変更  ③ 限度額を超える短期借入金 

 ④ 中期目標期間終了後の法人の業務、組織の在り方  ④ 重要な財産の譲渡 

 ⑤ 役員報酬等の支給の基準  ⑤ 積立金の処分 

      
⑶  独立行政法人への勧告（必要がある場合）    

 ① 各事業年度の実績評価を受けて、独立行政法人への業務

運営の改善等 

   

 ② 中期目標期間の実績評価を受けて、独立行政法人への業

務運営の改善等 

   

      
⑷  業務の実績評価 ⑶  業務の実績評価 

   中期目標期間の実績評価  各事業年度の実績評価 

      
   ⑷  役員の退職金に係る業績勘案率の決定 
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（
平
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二
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六
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日
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令
第
三
百
十
八
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
二
五
年
三
月
八
日
政
令
第
五
一
号 

  

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
一
条 

総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
は
、
委
員
十
三
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
員
等
の
任
命
） 

第
二
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

総
務
大
臣
が
任
命
す
る
。 

２ 

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の

う
ち
か
ら
、
総
務
大
臣
が
任
命
す
る
。 

 

（
委
員
の
任
期
等
） 

第
三
条 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す

る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す

る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

 

（
委
員
長
） 

第
四
条 

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

２ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委

員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 

（
分
科
会
） 

第
五
条 

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ

れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の

う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も

の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 
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２ 

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委

員
及
び
専
門
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
指
名
す
る
。 

３ 

分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互

選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

４ 

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

５ 

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員

の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。 

６ 

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も

っ
て
委
員
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
部
会
） 

第
六
条 

分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
分
科
会

長
が
指
名
す
る
。 

３ 

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ

り
選
任
す
る
。 

４ 

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

５ 

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う

ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。 

６ 

分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ

て
分
科
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
事
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過

半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

２ 

委
員
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で

会
議
に
出
席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。 

 

統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会 

郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保

険
管
理
機
構
分
科
会 

情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分

科
会 

平
和
祈
念
事
業
特
別
基

金
分
科
会 名 

称 

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー 

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生

命
保
険
管
理
機
構 

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

及
び
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究

開
発
機
構 

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別

基
金 

独
立
行
政
法
人 
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（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
） 

第
八
条 

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、

意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
庶
務
） 

第
九
条 

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
省
大
臣
官
房
政
策
評
価
広
報
課
に

お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
・
宇
宙
開

発
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
総
務
省
情
報
通
信
国
際
戦
略

局
技
術
政
策
課
に
お
い
て
、
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構

分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
総
務
省
情
報
流
通
行
政
局
郵
政

行
政
部
貯
金
保
険
課
に
お
い
て
、
統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
総
務
省
統
計
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
十
条 

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
委

員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て

定
め
る
。 

  

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
分
科
会
の
特
例
） 

２ 

委
員
会
に
、
第
五
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
の
ほ

か
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金
分
科
会
を
置
き
、
同
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法

人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基

金
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
同
分
科
会
の
庶
務
は
、
総

務
省
大
臣
官
房
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
条
第
一
項
中
「
十
三
人
」
と
あ
る
の
は
「
十
六
人
」
と
、
第
五

条
第
二
項
中
「
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
」
と
あ
る
の
は

「
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
及
び
平
和
祈
念
事
業
特
別

基
金
分
科
会
」
と
す
る
。 

  

附 

則 

（
平
成
一
四
年
九
月
四
日
政
令
第
二
九
六
号
） 

  

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
十
条
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
公
布
の
日

か
ら
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

  

附 

則 

（
平
成
一
五
年
六
月
二
七
日
政
令
第
二
八
三
号
） 

抄 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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附 

則 

（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
政
令
第
一
四
号
） 

抄 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

附 

則 
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
九
号
） 

 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

附 

則 

（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
三
五
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
、
第
九
十
七
条
、
第
百
五
条
及
び
第
百
九
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
十
一
条 

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

附 

則 

（
平
成
二
〇
年
七
月
二
日
政
令
第
二
一
四
号
） 
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

附 

則 

（
平
成
二
五
年
三
月
八
日
政
令
第
五
一
号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
廃
止
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
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経済産業省独立行政法人評価委員会運営規程

平成１６年３月１５日改訂

平成１７年３月 １日改訂

平成１７年１２月２日改訂

平成１９年２月２７日改訂

（委員会の招集）

第１条 経済産業省の独立行政法人評価委員会（以下 「委員会」という ）は、、 。

委員長が招集する。

２ 委員長は、委員会を招集するときは、その期日の５日前までに、日時、場所

及び付議事項を記載した書面（電子的方式によるものを含む ）を委員、議事。

に関係のある臨時委員及び付議事項に関係のある専門委員に送付しなければな

らない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

３ 委員の半数以上の者から付議事項を示して委員会の招集があったときは、委

員長は、これを招集しなければならない。

（緊急時の特例）

第２条 委員長は、委員会を招集した場合に、委員及び議事に関係のある臨時委

員の過半数が出席することが困難であり、かつ、緊急に会議の議決を経ること

が、委員会の目的達成のために必要と認めるときには、委員会において、議決

することができる。

、 、２ 前項の規定により議決された事項については 次に開かれる委員会において

委員長が当該議決された事項を報告し、了解を得るものとする。

（利害関係がある場合の特例）

第３条 委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、審議の対象となる独立行政

法人の事務及び事業の一部について密接な利害関係を有する者又はこれらの者

が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以

上の職権又は支配力を有する者を含む ）は、当該事務及び事業に係る評価に。

ついての議決権を有しないものとする。

（委員以外の者の出席）

第４条 委員長は、必要があると認めるときは、委員及び議事に関係のある臨時

委員以外の者に出席させ、意見を述べさせ、又は、説明させることができる。

２ 議事に関係のない臨時委員及び専門委員は、委員長の承認を得て、委員会に

出席し、意見を述べることができる。
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（緊急議案）

第５条 委員会は出席した委員の過半数の同意を得たときに限り、あらかじめ通

知のあった事項以外の事項についても議決することができる。

（委員会の公開）

第６条 委員会は、委員による率直かつ自由な意見交換を確保するため、原則と

して、会議を非公開とする。

２ 委員会は、原則として、配付資料、議事録及び議事要旨を公開するものとす

る。

（分科会の議決）

第７条 独立行政法人に関する業務方法書の作成又は変更、中期目標の軽微な変

、 、 、 、更 中期計画の軽微な変更に係る認可 財務諸表の承認 利益及び損失の処理

、 、 、 、借入金の認可 財産の処分 積立金の処分 役員に対する報酬等の支給の基準

業績勘案率に関する事項並びに評価基準の作成については、分科会の議決を

もって、委員会の議決とすることができる。

２ 独立行政法人通則法における主務省が経済産業省でない法人に係る事項につ

いては、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

３ 委員会は、次の表の左欄に掲げる規定により委員会の権限に属させられた同

表の中欄の事項について、同表の右欄に掲げる分科会の議決をもって委員会の

議決とすることができる。

条項 議決事項 分科会

貿易保険法第１７条第２項及 長期借入金及び貿易保

び第１８条第２項 険債券に関する事項 通商・貿易分科会

独立行政法人日本貿易振興機 国庫納付金に関する事

構法附則第４条第３項 項

独立行政法人新エネルギー・ 石炭経過勘定における

産業技術総合開発機構法附則 国庫納付金に関する事 産業技術分科会

第１３条第３項 項

独立行政法人石油天然ガス・ 長期借入金及び石油天

金属鉱物資源機構法第１４条 然ガス・金属鉱物資源 資源分科会

第２項及び第１６条第２項 債券に関する事項

独立行政法人中小企業基盤整 長期借入金及び中小企

備機構法第２２条第２項及び 業基盤整備債券に関す 中小企業基盤整備

第２４条第２項 る事項 機構分科会
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（部会の設置）

第８条 委員会 分科会に置かれる部会にあっては 分科会 は その議決をもっ（ 、 ） 、

て部会を置くことができる。

（部会の議決）

第９条 部会長は、委員長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長）の同

意を得て、部会の議決をもって、委員会（分科会に置かれる部会にあっては、

分科会）の議決とすることができる。

（小委員会等の設置等）

第１０条 委員長は、小委員会その他の機関（以下「小委員会等」という ）を。

置くことができる。

２ 小委員会等に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

３ 小委員会等に小委員長その他の長（以下「小委員長等」という ）を置き、。

委員長の指名する委員又は臨時委員がこれにあたる。

４ 小委員長等は、当該小委員会等の事務を掌理する。

５ 小委員長等に事故があるときは、当該小委員会等に属する委員又は臨時委員

のうちから小委員長等があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 小委員会等の議事は、当該小委員会等に属する委員及び臨時委員の過半数で

決し、可否同数のときは、委員長等の決するところによる。

（共管法人に係る特例）

第１１条 他府省の独立行政法人評価委員会と共同して一の独立行政法人に係る

事項を処理する分科会（部会において当該独立行政法人に係る事項を処理する

場合は、部会）は、当該独立行政法人に係る事項の議事について、その主管と

なる府省の独立行政法人評価委員会の議事の手続に準ずるものとする。

（準用）

第１２条 第１条から第６条までの規定は、分科会に準用する。この場合におい

て 「委員長」とあるのは「分科会長」と 「委員会」とあるのは「分科会」、 、

と 「委員、議事に関係のある臨時委員及び付議事項に関係のある専門委員」、

とあるのは「分科会に属する委員、臨時委員及び専門委員」と 「委員」及び、

「委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「分科会に属する委員、臨

時委員」と 「議事に関係のない臨時委員及び専門委員」とあるのは「分科会、

に属しない臨時委員及び専門委員」と読み替えるものとする。

２ 第１条から第６条までの規定は、部会に準用する。この場合において 「委、

員会」とあるのは「部会」と 「委員長」とあるのは「部会長」と 「委員、、 、

議事に関係のある臨時委員及び付議事項に関係のある専門委員 とあるのは 部」 「
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会に属する委員、臨時委員及び専門委員」と 「委員」及び「委員及び議事に、

関係のある臨時委員」とあるのは「部会に属する委員、臨時委員」と 「議事、

に関係のない臨時委員及び専門委員」とあるのは「部会に属しない臨時委員及

び専門委員」と読み替えるものとする。

３ 第１条及び第３条から第５条までの規定は、小委員会等に準用する。この場

合において 「委員会」とあるのは「小委員会等」と 「委員長」とあるのは、 、

「小委員長等」と 「委員、議事に関係のある臨時委員及び付議事項に関係の、

」 「 、 」ある専門委員 とあるのは 小委員会等に属する委員 臨時委員及び専門委員

と 「議事に関係のない臨時委員及び専門委員」とあるのは「小委員会等に属、

しない臨時委員及び専門委員」と読み替えるものとする

（運営規程の改正）

第１３条 委員長は、この運営規程を改正しようとするときは、委員会に出席し

た委員の過半数の同意を得なければならない。

（雑則）

第１４条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。


	（参考資料3）　総務省独立行政法人評価委員会令rev.pdfから挿入したしおり
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